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第６期嬉野市農業委員会 第４回定例総会議決一覧 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

報告第１号  農地法第４条第１項第８号の規定による届出について   

 １  吉田五斗別当  農機具倉庫 R3.11.1 報 告 

 ２  不動山川平   仮設道路 R3.11.1 報 告 

報告第２号  農地法第５条第１項第７号の規定による届出について   

 １  下野一本松五  鉄塔復旧工事   R3.11.1 報 告 

 ２  不動山岩多尾  携帯電話基地局設置 R3.11.1 報 告 

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について   

 １  久間古子 外２２筆 R3.11.1 承 認 

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について   

  利用権設定（中間管理機構）   

 市１ 五町田一本谷外４筆  賃借権 R3.11.1 承 認 

 塩 1～２５ 馬場下畦川内 外２９筆 賃借権・使用貸借権 R3.11.1 承 認 

 嬉 1～６ 下宿大久保 外１０筆 賃借権・使用貸借権 R3.11.1 承 認 

議案第３号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 １ 岩屋川内寺ノ浦   贈与 R3.11.1 許 可 

議案第４号  農地法第４条の規定による申請の承認について   

 １  井手川内下野 外１筆  道路及び庭園 R3.11.1 承 認 

 ２  岩屋川内野原 堆肥舎 R3.11.1 承 認 

議案第５号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 １  久間丹生野 外１筆  一般住宅 R3.11.1 許 可 

 ２  久間二本松 外２筆  駐車場 R3.11.1 許 可 

 ３  下野三本松 外１筆  太陽光発電設備設置 R3.11.1 許 可 

 ４  下野三本松      太陽光発電設備設置 R3.11.1 許 可 

 ５  下野三本松 外１筆  太陽光発電設備設置 R3.11.1 許 可 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６  下野  宅地分譲 R3.11.1 許 可 

 ７  下野  一般住宅 R3.11.1 許 可 

 ８  不動山皿屋南谷  駐車場 R3.11.1 許 可 

 ９  岩屋川内三丁  太陽光発電設備設置  R3.11.1 許 可 

 １０  岩屋川内平重  太陽光発電設備設置  R3.11.1 許 可 

議案第６号  非農地証明願について   

 １  岩屋川内立石 外１筆  宅地（アパート建設）  R3.11.1 決 定 
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１ 招集年月 日  令和 ３年１１月 １日 

 

２ 招 集 場 所  嬉野市役所塩田庁舎 ３－２会議室 

 

３ 開 会 日 時  開会 １１月１日 午後１時３０分 議長 石橋 勇市 
    及 び 宣 告  閉会 １１月１日 午後３時２３分 議長 石橋 勇市 

 

４ 会議の公開の  非公開 

  可否・理 由  非公開理由：嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条 

第１項の規定による 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席 氏  名 出欠 備   考 議席 氏名 出欠 備   考 

会長 石橋 勇市 ○ 議   長 ７ 宮﨑 政則 ○  

１ 松元 正行 ○  ８ 梶原 文雄 ○  

２ 西田 昭義 ○  ９ 永尾 文治 ○ 
事前審査班長

議事録署名 

３ 山口智佐代 ×  １０ 團  達美 〇 議事録署名 

４ 峰  正己 ○ 憲章朗読  １１ 坂本 健二 ○  

５ 中島文二郎 ○  １２    

６ 前田 安一 ○   

（事 務 局） 

氏    名 出欠 備    考 氏    名 出欠 備    考 

井 上  章 ○ 局 長 三根 拓己 × 主 査 

永田 良子 ○ 主 査    

 



農業委員会以外の出席者 ： 農業政策課 副課長 小原 和子 

 

 

 

６ 報 告 

報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について ・・・・・  ２件 

報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について ・・・・・  ２件 

 

７ 議 案 

議案第１号 農用地利用集積計画の解約について ・・・・・・・・・・・・・ １４件 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について ・・・・・・・・・・・・・  別添 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について ・・・・・・・・  １件 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について ・・・・・・・・  ２件 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について ・・・・・・・・ １０件 

 議案第６号 非農地証明願について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １件 

 

８ その他 

 

 

 

 

 

 

局  長  それでは、定刻になりました。 

      本日は、山口智佐代委員が都合により欠席ではありますが、定足数に達してお

りますので石橋会長の御挨拶の後、議長の開会宣告をお願いいたします。 
 

会  長  （挨拶等） 

 

 

      本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号４番 峰  正己委員にお願いします。  

      全員、御起立ください。 

       （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

      御着席ください。 
 

議  長  それでは、ただ今から、第６期嬉野市農業委員会第４回定例総会を開会いた 

します。本日の議題は、報告４件、議案６０件で、審議事項は６４件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号９番 永尾文治 委員と 



１０番  團 達美 委員 を指名します。よろしくお願いします。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について

を議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１ページ、整理番号１番です。 

      申請人は、西吉田の 〇〇 〇〇 様です。 

      所在地は、大字吉田 五斗
ご と

別当
べつとう

 〇〇〇〇番  

地目は田、面積は８１７㎡のうち８５㎡です。 

      事由は、農機具倉庫（農機具が増え収納場所が必要になった）ということです。 

      隣接は、東は畑、田・西は農道、南は田、北は農道 です。 

      図面は２ページと３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、松元委員、地域担当委員としての説明、意見をお願い 

します。 

地域担当  農機具が増えて、上の水田においてある状態ですので、問題ないと思います。 

議  長  続いて、１０月２９日に第４班、第１Gｒ で実施した事前審査の結果につい

て、永尾文治 委員、班長として報告をお願いします。 

班  長   水田行くために法面のところを削っていくようにすると言うことでした。ま

た、水路も確保されておりますので問題ないと思います。 

 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、質疑を終結し、報告第１号を終わります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１ページ、整理番号２番です。 

      申請人は、大舟の 〇〇 〇〇 様です。 

      所在地は、大字不動山 川平
かわびら

 〇〇〇〇番  

地目は畑、面積は２８５㎡のうち２３．５０㎡です。 

      事由は、仮設道路（８月の豪雨により、自宅までの進入道が被災してしまった

ため、災害ボランティアにより仮設道路を設置）ということです。 

      隣接は、東は里道、西は道路・宅地、南は畑、北は宅地 です。 

      図面は４ページと５ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  続いて、事前審査の結果について、永尾文治委員、班長として報告をお願いし



ます。 

班  長   ８月の豪雨で家に入る道が崩壊したため、災害ボランティアによって仮設道

路を設置されたもので何も問題ないと思います。 

 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

委  員  工事する前に事前に連絡はあったのか 

事 務 局  事前に連絡はあっております。また、災害対応と言うことで許可を出しており

ます。 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、質疑を終結し、報告第２号を終わります。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

を議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書６ページ、整理番号１番です。 

      貸付人は、下吉田の 〇〇 〇〇 様 外２名様、 

      借受人は、佐賀市の 〇〇〇〇株式会社  

〇〇支社長 〇〇 〇〇 様です。 

      所在地は、大字下野 一本松五 〇〇〇〇番  外４筆  

地目はすべて畑、面積の合計は(２，５５２㎡のうち)１，０７３㎡です。 

      用途は、鉄塔復旧工事（8 月の豪雨により鉄塔不同変位が確認され、今後の降

雨次第では鉄塔倒壊となる恐れが判明したことから、鉄塔部材改修等の復旧工事

を実施するもの）ということです。 

      隣接は、東は里道、原野・西は畑、里道・南は畑、道路・北は雑種地 です 

      一時転用となっており、復元確約書が添付されております。 

      図面は８ページから９ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、團委員、地域担当委員としての説明、意見をお願い 

します。 

地域担当   鉄塔の補強工事を行うということであり問題ないと思います 

議  長  続いて、事前審査の結果について、永尾委員、班長として報告をお願いします。 

班  長   鉄塔補強工事のための資材置き場と言うことでありますので問題ないと思

います 

 



議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、質疑を終結し、整理番号１番 を終わります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      貸付人は、上不動の 〇〇 〇〇 様  

      借受人は、東京都の 〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇統括部 

部長 〇〇 〇〇 様です。 

      所在地は、大字不動山 岩
いわ

多尾
た お

 〇〇〇〇番  

地目は田、面積は（５４５㎡のうち）４．９５㎡です。 

      用途は、携帯電話基地局設置（周辺地域に良好な携帯電話サービスを提供する

ため、携帯電話基地局を設置したい）ということです。 

      隣接は、東は道路、西は水路、南は道路、北は里道 です。 

      図面は１０ページと１１ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  続いて、事前審査の結果について、永尾委員、班長として報告をお願いします。 

班  長   圏外地区の場所でありますので、電波が通るようになりいい事と思いますの

で問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、質疑を終結し、整理番号２番 を終わります。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、議案第１号 農用地利用集積計画の解約について を議題とします。

皆さんに、お諮りします。 

農用地利用集積計画の解約について 整理番号１番から 14 番までについて、 

一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。農用地利用集積計画の解約について 整理番号１番から 

14 番までについて 事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１２ページから１４ページをご覧ください。 

農用地利用集積計画の解約分 整理番号１番から 14 番までについて です。 

貸し手人は 中通の 〇〇 〇〇 様、外 12 名様、 

借り手人は 牛坂の 〇〇 〇〇 様、外３名様です。 

所在地は、大字久間 古子 〇〇〇〇番  外 22 筆、 

地目は田が１９筆、畑が４筆、田の面積が 28,063 ㎡で、畑の面積が 2,526 ㎡ 田



畑の合計で ２３筆 30,589 ㎡です。 

利用権区分は賃借権・使用貸借権で、目的は、米・大豆です。 

      期間は平成 29年６月１日から令和８年 1月 10日までで、 

      解約理由は、 借受人の都合により 借受人を変えて再契約 するためという

ことです。 

      農地法第１８条の合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番から 14 番については、原

案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について 整理

番号１番から 14 番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定についてを、議題とします。 

 

議  長  農地中間管理機構をとおした所有権の移転について です 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  別添の表１ページをご覧ください。整理番号１番です。 

売り手人は、〇〇〇〇 理事長 〇〇 〇〇  様 

買い手人は、袋の 〇〇 〇〇 様 です。 

 所在地は、大字五町田 一本谷 〇〇〇〇番 他４筆、地目は田と畑で、 

面積は、田が 1,798 ㎡、畑が 318 ㎡ 田畑合計で 2,116 ㎡です。 

所有権の移転の種類は、あっせんで、利用目的は、米です。 

対価としましては、反当たり 719,300 円、全体で 1,522,000 円です。 

      以上です。 

議  長  それでは所有権の移転について、整理番号１番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

委  員   あっせんのメリットは何ですか 

 

事 務 局   農地売買事業の概要を配布して税の控除・軽減の措置があることを説明 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。所有権の移転について、整理番号１番に



ついては、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 農地中間管理機構をとおした、 

所有権の移転について、整理番号１番は、原案のとおり承認することに決定し 

ました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

議  長  つぎに、別添の表２ページから 4 ページ、利用権設定塩田町の分です。 

      皆さんに、お諮りします。 

利用権設定塩田町の分整理番号１番から 25 番までについて、一括審議したい 

と思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について 塩田町の分 整理番号１番から 

25 番までについて 農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表２ページから 4 ページをご覧ください。 

利用権設定塩田町の分 整理番号１番から 25 番までについて です。 

貸し手人は 畦川内の 〇〇 〇〇 様、外 22 名様、 

借り手人は 畦川内の 〇〇 〇〇 様、外 12 名様です。 

所在地は、大字馬場下 畦川内 〇〇〇〇番  外 29 筆、 

地目は田で、面積は合計で５２，８４５㎡です。 

利用権は、賃借権と使用貸借権で、期間は３年から５年で、新規及び再設定で

す。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

     要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、塩田町の分整理番号１番から 25 番までについて、質疑を行ないま

す。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。塩田町の分 整理番号１番から 25 番ま

でについて、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いしま

す。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 利用権設定について塩田町の分  

整理番号１番から 25 番までについては、原案のとおり承認すること 

に決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、別添の表 5 ページ、利用権設定について嬉野町の分です。 



お諮りします。利用権設定嬉野町の分整理番号１番から 6 番までについて、一

括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から６ 

番までについて農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表 5 ページをご覧ください。 

利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から 6 番についてです。 

貸し手人は 湯野田の 〇〇 〇〇 様 外５名様、 

借り手人は 湯野田の 〇〇 〇〇 様 外 4 名様です。 

所在地は、大字下宿 大久保 〇〇〇〇番 外 10 筆、 

地目は田と畑、田の面積が 14,493 ㎡、 

畑の面積が 1,929 ㎡、田畑合計で１６，４２２㎡です。 

利用権は賃借権と使用貸借権で、期間は２年から５年、再設定です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、嬉野町の分 整理番号１番から６番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。嬉野町の分整理番号１番から 6 番まで

については、原案のとおり承認することに異議の無い委員は、挙手をお願いしま

す。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 利用権設定について、嬉野 

町の分 整理番号１番から 6 番については、原案のとおり承認することに決定

しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１5 ページ、整理番号１番、贈与による所有権の移転です。 

      譲渡人は 糸島市の 〇〇 〇〇 様  

      譲受人は 下岩屋２区の 〇〇 〇〇 様、 

      所在地は、大字岩屋川内 寺ノ浦 〇〇〇〇番、 地目は畑、 

面積は５２７㎡ 

譲渡理由は姉から弟への贈与、譲受理由は経営規模拡大のためです。 

図面は１６ページと１７ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ



んか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１８ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 井手川内の 〇〇 〇〇 様、 

所在地は、大字下野  〇〇〇〇番 外１筆 地目は 2 筆とも畑、 

面積は、合計で２９７㎡です。 

農地区分は第３種農地、用途目的は道路及び庭園です。 

      事由は、申請地は居住地に隣接した土地である。既存宅地への進入通路と庭（庭 

園）として利用するため転用したいということです。 

東は宅地、西は畑、南は道路、北は宅地・道路 です。甲 5705 番 9 は、進入

路の一部として転用されており、始末書が添付されております。 

      図面は１９ページと２０ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  團委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   ここは、新幹線の工事用として貸してあったそうですが庭先と一緒ですので

何も問題ないと思います。 

 

議  長  それでは、永尾班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長   高低差も無くなだらかで別に問題は無いと思います。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      申請人は 大野原の 〇〇 〇〇 様、 

所在地は、大字岩屋川内 野原 〇〇〇〇番 地目は畑、 

面積は、439 ㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は堆肥舎です。 

      事由は、堆肥保管場所として、周辺に民家や施設もなく、申請地が適地であっ

たため、堆肥舎として転用したい ということです。 

東は里道、西は地区外、南は里道、北は道路・地区外 です。平成１０年頃か

ら堆肥舎として転用されており、始末書が添付されております。 

      図面は 21 ページと 22 ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

 

議  長  永尾委員、地域担当委員、班長としての説明、意見、報告をお願いします。 

班  長   ここはですね、徐々に堆肥舎を大きくしたもので、あまりにも大きくなった

のでどうしようもいかんと言う事で申請にいたっております。奥は大野原で水が

流れるほうは道で何も問題ありません。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

を議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書２３ページ、整理番号１番です。 

      譲渡人は 大牟田の 〇〇 〇〇 様、 外１名、 

譲受人は 堤ノ上の 〇〇 〇〇 様、 

所在地は、大字久間 丹
に

生野
ぶ の

 〇〇〇〇番、外 1 筆、地目は 2 筆とも畑、面積

は合計で５２０㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は一般住宅です。 



      事由は、現在両親と同居していますが、子供の成長により手狭となり新居を検

討していました。現在の住居に近い場所で、両親とお互いに助け合い、安心でき

る申請地に一般住宅用地として転用したいということです。 

東は宅地、西・南は道路、北は畑 です。 

売買価格は、反当たり３，８４６，１５４円、 

全体で２，０００，０００円です。 

図面は２６ページと２７ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

 

議  長  梶原委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   以前はキュウイを作られていたところで、亡くなれてからそのままの状態で

した。そこを、購入して家を建てたいということです。道路沿いのほうにブロッ

クを積んでから高さをきれいにしてするそうです。家のある方は土はを打って法

面をコンクリで打ってするみたいです。 

議  長  続いて、事前審査の結果について、永尾委員、班長として報告をお願いします。 

班  長   影にもならなくて、道路のところにソッコウもあり何も問題はありません 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      譲渡人は 北下久間の 〇〇 〇〇 様、他２名様です。  

譲受人は 冬野の 〇〇 〇〇 様です。 

所在地は、大字久間 二本松 〇〇〇〇番 外２筆、地目は３筆とも田、 

面積は、合計で５２６㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は駐車場です。 

      事由は、現在隣接地を駐車場として利用していますが、大型車両等により駐車

場が手狭となり、申請地を駐車場とすることで、利便性もよく業務効率も良く

なるため転用申請したい ということです。 

東は道路、西は田、南は水路・宅地、北は水路・雑種地 です。 

売買価格は、反当たり６２７，３７６円、 

全体で３３０，０００円です。 

図面は２８ページから２９ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 



以上です。 

議  長  中島 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   当日は都合により欠席しましたので、○○推進委員さんから説明をお願いし

ます。 

推進委員   目的はトラックの駐車場ということで、南北に水路がありまして北側の方農

水路ということで、地区で管理されているところですけど、水路はそのまま残し

て、境界のところから１ｍ内側にコンクリートブロックをして法面を作って整地

をしたいとのことですので、あと西側の方は田になっていますけど今畑で利用さ

れておりますけどもそこも一緒に境界から１ｍのところから法面を作るという

話ですので、問題はないと思います。 

議  長  永尾委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長   今言われた通りですね、周りを１m 引いて作るということでですね、ここ

にある〇〇〇〇さんの田の方ですねちょうど流れないように両方溝があります

のでそちらに流すということで 問題はないと思います 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      譲渡人は 下野の 〇〇 〇〇 様、  

譲受人は 下宿の 株式会社 〇〇〇〇 

代表取締役 〇〇 〇〇 様です。 

所在地は、大字下野 三本松 〇〇〇〇番 外１筆、地目は２筆とも畑、 

面積は合計で２，５４５㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は太陽光発電設備設置です。 

      事由は、会社員で茶栽培が困難な上、委託栽培者も見つからず管理に困ってい

た。宅地（甲 3393 番地）を同時利用し、土地の有効活用及び管理面でも有用

な太陽光発電設備として転用したい ということです。 

東は畑・墓地、西は山林・畑、南は畑、北は雑種地、墓地 です。 

売買価格は、反当たり４２８，２９１円、 



全体で１，０９０，０００円です。 

図面は３０ページから３１ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  團 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  ここは荒れ地になり寄ったところですね 道反対側の方がですね民家がある

ということでですね 排水の方をお願いしますということで、言ってますけど 

      それをやってもらったら別に何も差支えはないと思いますけど 

 

議  長  永尾委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長   今、團さんが言われた通り民家のある方はですねだいぶん引いて設置すると

いうことでありましたので問題はないと思います。そのままであったら問題であ

りましたが引くということですね。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   排水計画が出ていれば問題ないと思いますが、計画は出ていますか。 

 

事 務 局   排水計画は出ております。家の方には流さないくて、道路の方に流れるよう

に計画されております。 

委  員   中に入水路をつくるてやったね 

       傾斜の方は扱わんてやったですもんね 

       もう一回確認していったがよかかな 

議  長   場合によっては坂本委員からあっごと排水計画については十分留意するこ

ととか付帯意見とかふとか要件を 

委  員   やっぱい、普通の雨では災害は起こらんですけど、問題は大雨の時やんもん 

      ね 

事 務 局   民家の部分の茶畑は残すといってらっしゃいました。３番の宅地側は茶畑を 

残すそうです。パネルはだいぶ引いてから設置される計画になってます。 

委  員   工事の時、團委員さんに確認してもらうごとお願いします。 

議  長   特にこういうのは、家の近くにすんどわけなかけんですよ、排水とか溜枡と 

かそこらへんは十分してもらっとかんと、災害の起きてはね 

委  員   道に流れるようにブロックを立ててあったですもんね。ひどい時はそこを流

れていたそうです。 

       そこに排水溝を作る計画やったもんね。 

議  長   許可要件として排水路計画については十分配慮すこととか、そして完成して

から現地確認すっけんですね。農業委員会が確認するといってもいいと思い

ます。パネルを設置する前にですね。担当委員さんも含めて一緒に行っても

らえばと思います。そいけん農業委員会として同判断したかてなってもいか

んけんがさ。 

       災害が出てからは遅かけんですね 



       排水計画をもう一回施工者にこのとおりにしますねと確認をしてから結論

を出していただければと思います。 

       そういうことは、ここで採決をしないと言うことですね。挙手を求め無いと

いうことですね。 

       排水計画を立てていただければ。 

       ここでの意見をまとめて許可相当ならそうとうでまとめてですね、、再度こ

ういう懸念があるということですので、間違いなくこのとおりに施工してい

ただきますねと確認してから進達と後は、会長判断でと私の意見です 

       数人の委員さんの方から意見・要望とか心配するような意見が出ますので、

許可要件として排水計画を十分立てて地域担当委員と協議を重ねながら進

めてくださいと言うような付帯意見農業委員会としての付帯意見を付けて

許可相当としたと思いますがどうでしょうか 

委  員   ［「。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号３番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      譲渡人は 下野の 〇〇 〇〇 様、です。  

譲受人は 下宿の 〇〇 〇〇 様です。 

所在地は、大字下野 三本松 〇〇〇〇番 地目は畑、 

面積は、８６５㎡。 

農地区分は第２種農地、用途目的は太陽光発電設備設置です。 

      事由は、後継者や農地引受け者もなく、今後の農地の管理も困難であることか

ら、太陽光発電設備として転用したい ということです。 

東は墓地・畑、西は畑・原野、南は雑種地・畑、北は畑 です。 

売買価格は、反当たり７９７，６８８円、 

全体で６９０，０００円です。 

図面は３２ページから３３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  團 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   先ほどと近くということで、これも民家の〇〇さんがたがあるということで、

そこのあたりも兄弟ではありとですけど、そこのあたりがどう排水の両方で話し

合ってですね話はしとるとですけど。とにかく排水が問題ですから排水の認定が



下りてからどがん計画書になっとかですね。思うですけど。 

議  長  その点については、地元担当員として地元に言うとんしゃっとやろ 

議  長  永尾委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長   お互い話し合ってですね、道に流すということで、大雨の時はその道も川の

ように流れるようになると話はされていました。別に問題ないと思います。 

 

議  長  それでは、3 番と４番は内容的に同じ案件ですので排水状況についての管理で

すねそういうとこを条件付きで許可したと思いますがどうでしょうか。 

委  員   ［「はい。」と呼ぶ者あり。］ 

      災害が起きたときは事務局はなんかとっととかな 

事務局   承諾書に万が一問題が生じた場合は速やかに善後策を講じ責任をもって解決 

に向けて取り組みますて文言はあります。 

議  長  それではですね、 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号４番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号５番です。 

      譲渡人は 下野の 〇〇 〇〇 様、です。  

譲受人は 下宿の 株式会社 〇〇〇〇 

代表取締役 〇〇 〇〇 様です。 

所在地は、大字下野 三本松 〇〇〇〇番 外１筆、地目は２筆とも畑、 

面積は合計で１，５５６㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は太陽光発電設備設置です。 

      事由は、高齢で茶栽培が困難な上、後継栽培者も見つからず管理に困っていた。、

土地の有効活用及び管理面での有用な太陽光発電設備として転用したい と

いうことです。 

東は農道・畑、西は畑、南は畑・農道、北は畑 です。 

売買価格は、反当たり３８５，６０４円、 

全体で６００，０００円です。 

図面は３４ページから３５ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  團 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 



地域担当   ここはですね、先ほどと変わらんとこですけど。ここが谷間なっとるけんが

水が寄ってくるのではないかと、その点を改修の点をよろしくお願いしますてお

願いしたんですけど。 

 

議  長  永尾委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長   どうろこうろすっぎですよ、〇〇〇〇さんのところに水が流れる思いますが

兄弟でもあっしですね、自分たちがしんさっとやっけんちゃんとしんさっと思い

ます。〇〇〇〇さんの方は道路の方に流すようにすっと言われてますので、そう

してもらえば問題はないと思います。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

 

付帯案件要件として許可要件とするということでよろしいですか 

 

委  員   ［「はい。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号５番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号６番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号６番です。 

      譲渡人は 井手川内の 〇〇 〇〇 様、  

譲受人は 大町町の 株式会社 〇〇〇〇 

代表取締役 〇〇 〇〇 様です。 

所在地は、大字下野 〇〇〇〇番、地目は畑、面積は、１８２㎡です。 

農地区分は第３種農地、用途目的は宅地分譲です。 

      事由は、申請地は休耕地となっており、今後の耕作の見込みもない。近くに商

業施設等もあり住環境も良いので、宅地分譲用地として転用したい というこ

とです。 

東は鉄道用地、西は道路・宅地、南は宅地、北は道路 です。 

売買価格は、反当たり１４，２８５，７１４円、 

全体で２，６００，０００円です。 

図面は３６ページから３７ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  團 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 



地域担当   〇〇〇〇保育園のまえでですね、三角ですけど新幹線の方がフェンスになっ

ており、立地条件はどうかと思いますが影が差すようです。午前中は陽があたら

んかな。排水は、問題ないと思います。 

 

議  長  永尾委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長   今、写真で見られたように、高さも道路と同じ高さですも問題ないと思いま

す。ただ建てたら音のやぐらしかろと思います。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ここは、実線引きの用途区域と思いますので、用途区分が分かれば今後議案

書の隅にでも記入していただければと思います。 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号６番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号６番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号７番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号７番です。 

      貸付人は 井手川内の 〇〇 〇〇 様、  

借受人は 井手川内の 〇〇 〇〇 様です。 

所在地は、大字下野 〇〇〇〇番、地目は畑、面積は、３８３㎡です。 

農地区分は第３種農地、用途目的は一般住宅です。 

      事由は、現在アパートに住んでいる為、申請地に一般住宅用地として転用した

い ということです。 

東は畑、西は宅地・道路、南・北は道路 です。 

親子間の使用貸借です。 

図面は３８ページから３９ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  團 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   庭園にしたいて申請のあったところのこっちの方ですね。息子さんが建てた

いということでありました。宅地の横ですから何も問題はないと思います。 

 

議  長  永尾委員、班長としての報告をお願いします。 



班  長   三方道路に囲まれた宅地ですから何も問題ないと思います 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号７番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号７番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号８番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号８番です。 

      譲渡人は 上不動の 〇〇 〇〇 様、です。  

譲受人は 上不動の 〇〇 〇〇 様です。 

所在地は、大字不動山 皿屋
さ ら や

南谷
みなみだに

 〇〇〇〇番、地目は畑、面積は、１１７   

㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は駐車場です。 

      事由は、現在の居住地に来客用の駐車スペースがなく、駐車場が不足している

ため、申請地を駐車場用地として転用したい ということです。 

東は雑種地、西・南は道路、北は河川 です。 

親子間の贈与です。 

図面は４０ページから４１ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

 

議  長  永尾委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長   道路の隣でちょっと傾斜つよいなとは感じました。そこで、３ｍぐらいは引

いて高めると言われました。反対の方は川になっております。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   河川は市の河川やろかね 

地域担当・班長   塩田川やっけん県のとじゃなか 
 
       もし市のとであれば境界の協議をお願いしたい。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、境界確認をするという条件付きで採決に入ります。整理番

号８番については、原案のとおり許可相当とすることに異議のない委員は、挙手



をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号８番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号９番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号９番です。 

      譲渡人は 大野原の 〇〇 〇〇 様、です。  

譲受人は 佐賀市の 株式会社 〇〇〇〇 

代表取締役 〇〇 〇〇 様です。 

所在地は、大字岩屋川内 三丁
さんじょう

 〇〇〇〇番、地目は畑、 

面積は、１，６１２㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は太陽光発電設備設置です。 

      事由は、後継者や農地引受け者もなく、今後の農地の管理も困難であることか

ら、太陽光発電設備として転用したい ということです。 

東は里道、西は田・道路、南は道路、北は山林・宅地 です。 

売買価格は、反当たり３１０，１７３円、 

全体で５００，０００円です。 

図面は４２ページから４３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  永尾委員、地域担当委員、班長としての説明、意見、報告をお願いします。 

地域担当・班長   スクリーンのようにですね道路があって、傾斜があります。その傾斜を逆に

石垣の方を低くするとのことでした。そして、素掘りで排水を行うということ

でした。そして、溜桝を作って、水田の方に流して川に流すということであり

ました。 

      これはですね、工事が始まったら大野原地区に坂田さんに顔を出していただく

ようお願いしております。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、付帯条件（産業廃棄物としての認識・官民境界等の確認が

必要な場合は必ず確認を行う、太陽光パネル設置については排水路の整備、流末

の確認を確実に行う）を付けるということで採決に入ります。整理番号９番につ

いては、原案のとおり許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いし

ます。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 



議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号９番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号１０番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号１０番です。 

      譲渡人は 大野原の なる〇 〇〇 様、です。  

譲受人は 佐賀市の 株式会社 〇〇〇〇 

代表取締役 〇〇 〇〇 様です。 

所在地は、大字岩屋川内 平
ひら

重
しげ

 〇〇〇〇番、地目は畑、 

面積は、１，７３５㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は太陽光発電設備設置です。 

      事由は、後継者や農地引受け者もなく、今後の農地の管理も困難であることか

ら、太陽光発電設備として転用したい ということです。 

東は道路、西は田、南は農道、北は田・畑 です。 

売買価格は、反当たり２８８，１８４円、 

全体で５００，０００円です。 

図面は４４ページから４５ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  永尾委員、地域担当委員、班長としての説明、意見、報告をお願いします。 

地域担当・班長   さっきの問題と同じでですね、水田の方を３m 引いてですね、盛り土をし 

て溝がありますのでそっちの方に流すということでした。問題がないと言え

ばそうでもないのかなあと思いましが、さっきのところと隣同士ですので、

○○さんに確認をしていただければなあと思ました。  

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、付帯条件付（産業廃棄物としての認識・官民境界等の確認

が必要な場合は必ず確認を行う、太陽光パネル設置については排水路の整備、流

末の確認を確実に行う）を付けるということで採決に入ります。整理番号１０番

については、原案のとおり許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願

いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１０

番については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 



議  長  次に、議案第６号 非農地証明願について を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書４６ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 下岩屋２区の 〇〇 〇〇 様 

所在地は、大字岩屋川内 立石 〇〇〇〇番 外１筆、 

地目は２筆とも田、 面積の合計は８３９㎡。 

用途目的は、宅地（アパート建設）です。 

事由は、昭和５１年～５４年にかけてアパート建設のため農業委員会へ申請を

行っていたと来庁され当時の記録を探したが記録がなく不明であった。当時よ

り現況・課税も宅地であるため、地目変更登記の為、非農地証明をお願いした

いということです。当時の記録がなく確実ではないため始末書も添付されてお

ります。 

     東は宅地、西は道路、南は雑種地（宅地）、北は宅地 です。 

図面は４７ページから４８ページ、写真はスクリーンをご覧下さい。以上です。 

 

議  長  永尾委員、地域担当委員、班長としての説明、意見、報告をお願いします。 

地域担当・班長   お母さんが亡くなられてですね、相続するときにちゃんとできとるもんて思

っていらっしゃったらできてなかったと。税金は宅地で払われております 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第６号 非農地証明願について 整理番号１番については、原案のとおり 

     非農地証明することに決定しました。 

 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第６期嬉野市農業委員会第４回定例総会を閉会します。 

 

（ 午後 ３ 時 ２３分 閉会 ） 

 

 


